
平成 27年度動物由来感染症予防体制整備事業報告書（概要版） 

 

１ 事業の目的 

岐阜県内で飼養されているペット（犬・猫）の病原体保有状況を調査分析し、動物由来感染症に関

する正しい知識を普及することにより、動物由来感染症の予防及び発生時の適切かつ迅速な対応を促

進する。 

 

２ 調査対象感染症 

調査対象 

感染症 
感染症の症状・特徴等 調査対象に選んだ理由 

トキソプラズマ症 

トキソプラズマのシストを含む食肉を加熱不十分で喫

食、猫の糞便に含まれるオーシストを経口的に摂取する

ことで感染する。免疫不全者には重篤な症状を引き起こ

し、また、妊娠中の女性が感染すると、胎児に重篤な症

状をもたらす先天性トキソプラズマ症の原因となる。 

過去には食肉衛生検査所において家畜、家

禽の調査が行われているが、ペットについ

ては調査が行われていないため。 

重症熱性血小板減

少症候群（SFTS） 

ウイルスを保有しているマダニに刺咬されることで感

染する。主な症状は、発熱、消化器症状（食欲低下、嘔

吐、下痢）等が認められ、重症化すると死亡することが

ある。 

県内で患者は発生していないが、マダニか

らウイルス遺伝子が、狩猟犬の血清から抗

体が検出されているため。 

人に身近なペットについてはこれまで検

査されていないため。 

日本紅斑熱 

病原体を保有するマダニに刺咬されることで感染する。

主な症状は、頭痛、発熱、倦怠感を伴って発症する。適

切な治療により回復するが、治療が遅れると重症化する

ことがある。 

県内では現在までに患者の発生は報告さ

れていないが、近県の三重県では毎年 30

件前後の報告があるため。 

パスツレラ症 

健康な犬や猫の口の中に存在するパスツレラ属菌が、犬

や猫に咬まれる、ひっかかれる等により感染する。通常、

犬や猫では症状が見られないが、人での主な症状は皮膚

症状（発赤、炎症等）、呼吸器症状（風邪様症状、肺炎）

を起こす。 

犬、猫の口腔から高率に検出されるとの報

告があるが、県内で飼育されているペット

についてこれまで検査されていないため。 

 

３ 結果 

調査対象感染症 
対象 

動物 

検査 

件数 
材料 検査方法 

検査結果 

備考 陽性 

（陽性率） 
陰性 

トキソプラズマ症 
犬 42 

血清 抗体保有の確認 
3(7.1％） 39 

 
猫 36 6(16.7%) 30 

 

SFTS 

犬 42 
血清 抗体保有の確認 

0 42 
 

猫 36 0 36 
 

犬 24 
ダニ 

ＳＦＴＳウイルス 

遺伝子の検出（PCR） 

0 24 
 

猫 6 0 6 
 

日本紅斑熱 
犬 24 

ダニ 
日本紅斑熱リケッチア 

遺伝子の検出（PCR） 

0 24 
 

猫 6 0 6 
 

パスツレラ症 

犬 28 口腔拭い液 
遺伝子検査（PCR） 28(100％) 0  

培養検査 14(50％) 14  

猫 54 口腔拭い液 
遺伝子検査（PCR） 49(90.7％) 5  

培養検査 42(77.8％) 12  

 


